
通訳案内士申請手続の電子申請について 

 

１ 電子申請の開始時期  

  令和８年４月１日（水）から、Graffer を活用した電子申請の受付を開始します。 

 

２ 電子申請の対象となる手続 

  電子申請の対象となる手続は以下のとおりです。 

 （１）全国通訳案内士新規登録 

 （２）全国通訳案内士登録事項変更 

 （３）全国通訳案内士登録証再交付 

 

３ 電子申請の流れ 

 ①県ホームページに掲載している各申請の URL から申請画面へ進みます。 

 ②必要事項を入力し、必要書類を添付して申請します。 

 ③県で申請内容を確認後、登録したメールアドレス宛に手数料納付依頼を通知します。 

 ④通知された金額により決済を行います。 

 ⑤県で納付確認後、登録通知を郵送します。 

 

 ○電子申請システム「Graffer」に関する詳細な手続方法は、別紙「利用者向け操作手順資

料」及び、「よくあるご質問 FAQ」(https://graffer.jp/faq)をご確認ください。 

 

４ 手数料の納付方法  

  納付方法は次のとおりです。 

  ・クレジットカード（Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub） 

  ・PayPay 

  ・ペイジー 

 

５ 申請に必要な書類 

  必要書類は、これまでの申請手続と大きな変更はございません。 

 詳細については、県のホームページに添付しております「提出書類一覧」をご確認くださ

い。 

 

６ 電子申請が難しい場合 

  諸事情により電子申請が困難な場合は、従来どおり紙媒体による申請も可能ですので、 

郵送又は持参により申請してください。 

 ※ 紙媒体による申請の場合は、従来どおり収入証紙の購入が必要です。 

 

７ お問い合わせ 

  ご利用にあたってのご意見・ご質問は、観光推進課（0985-26-7104）までお問い合わせ 

ください。 
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申請内容の確認をして

「この内容で申請する」を押したら完了です。
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